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第第５５章章  景景観観重重要要建建造造物物・・樹樹木木のの指指定定のの方方針針  

１．景観重要建造物・樹木の指定の考え方 

景観重要建造物および樹木の制度は、良好な景観形成に資する重要な建造物（建築物及び工

作物）と樹木を指定し、積極的に保全するものです。ただし、すでに文化財保護法に基づき、

より厳しい現状変更の規制が課せられている国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物また

は史跡名勝天然記念物は景観法の指定の対象とはしません。 

景観重要建造物または景観重要樹木に指定しようとする場合は、あらかじめ当該建造物およ

び樹木の所有者の意見を聴取することになっています。指定について、所有者の同意が得られ

た建造物および樹木は、景観審議会の意見を聞いた上で、景観法に基づく「景観重要建造物」

や「景観重要樹木」として指定します。 

景観重要建造物または景観重要樹木に指定されることにより、所有者には適正な管理義務が

課せられます。また、現状変更については、市長の許可を得た上で行うこととなります。ただ

し、現状変更の規制がかかることにより生じる損失については、市から補償されます。また、

相続税についても、その評価において、利用上の制限の程度に応じた適正な評価がなされます。 
 

２．景観重要建造物の指定の方針 

道路や公共の場所から望見することができ、次のいずれかに該当するものについて、所有者

の意見を聞き、同意を得た上で、景観重要建造物として指定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．景観重要樹木の指定の方針 

道路や公共の場所から望見することができ、次のいずれかに該当するものについて、所有者

の意見を聞き、同意を得た上で、景観重要樹木として指定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

●地域の自然、歴史、文化などからみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、地域の特性

を表現しているもの。もしくは景観形成に良好な影響を与えているもの 

●市民に親しまれ、地域のシンボル的な存在となっているもの 

●外観が伝統的様式や技法で構成され、地域の規範になっているもの 

●街角やアイストップに位置する等、地域の景観形成に取り組む上で重要な位置にあるもの 

●優れた意匠・デザインを有し、建造物としての価値が高いもの 

●再び造ることができないもの 

●その他、地域の良好な景観形成に貢献している建造物等 

●地域の自然、歴史、文化などからみて、樹木の外観が景観上の特徴を有し、地域の特性を

表現しているもの。もしくは景観形成に良好な影響を与えているもの 

●市民に親しまれ、地域のシンボル的な存在となっているもの 

●街角やアイストップに位置する等、地域の景観形成に取り組む上で重要な位置にあるもの 

●品格や風格が備わり、優れた樹姿（樹高や樹形）のもの 

●社寺林や地域の骨格となる樹林などを構成する主たる樹木 


